
280304 流山市公共施設自動販売機設置事業　質疑及び回答　

No 質　問 回答

1

現在自動販売機が設置されている各施設の年間売上数量を教えて
いただきたい。

今回募集をしている物件の年間販売実績については、把握しておりま
せん。今回の公募以降、設置事業者に売上報告を義務付け、売上実
績を把握していきます。
なお、流山市役所に設置している10台の既設自動販売機については
平成27年4月から売上報告を義務付けています。同報告は市内部で
の検討資料として提出を義務付けているものであり公表することを前
提としていません。そのため公表は差し控えさせていただきます。

2
物件番号ごとに年間の売上または販売本数を教えて下さい。 質問№１と同じ

3

応募申込書等の印鑑は営業所や支店の代表印でよろしでしょう
か？

営業所や支店の代表者等の申込者と一致した印（申込者が代表者で
あれば代表印）を押印して下さい。
なお、申し込みの際は、営業所長・支店長名でも申し込み可能です
が、誓約書の代表者と申込者は同一者として下さい。

4 物件別に既設自動販売機の年間売上実績を教えてください。 質問№１と同じ

5

今回の募集の最低価格の設定についての根拠を教えてください。 募集の最低価格については、既設自動販売機の設置場所、台数、来
庁者数等や過去の応募実績等の事情を総合的に勘案して決定して
いるものです。

6

第１庁舎２階（１台）及び第２庁舎１階（２台）の自動販売機売上げ月
平均本数と、売上を教えてください。

№１でお答えしたとおり、流山市役所に設置している10台の既設自動
販売機については平成27年4月から売上報告を義務付けています。
同報告は市内部での検討資料として提出を義務付けているものであり
公表することを前提としていません。そのため公表は差し控えさせてい
ただきます。

7

貸付料の当該年度の一括納入についての理由は。 設置事業者及び市双方の事務手続きの効率化及び貸付料の確実な
徴収のために一括納入としたものです。募集要項に掲載したとおり、
原則として一括払いとします。ただし、やむを得ない事情がある場合に
は設置事業者からの申し出により協議に応じ、年２回払いとします。

8

既設の自動販売機は、一括納入の対象になる予定はありますか。 既設の自動販売機は今回の募集とは別の機会に募集したものであ
り、募集要項３（３）①にある貸付料の一括納入の規定は今回の募集
物件のみに適用されるものです。そのため、契約変更等が無い限り現
状の契約のままとします。

9

契約解除された場合の貸付料の返金は、解除された月以外の
返金で可能ですか。

契約解除による貸付料の返金については、解除日の翌日から当該年
度末までの貸付料を日割り計算し解除日の翌日以降に返金いたしま
す。この際、設置事業者は違約金の支払義務を負います。

10

事業者の都合で、途中で契約を解除した場合の違約金として３ヶ月
分を支払うとありますが、例として、１２月に解約した場合は、翌年の
１月～３月分を違約金として当てることが可能ですか。

違約金の支払と貸付料の返還の流れを明確にする観点から、違約金
と貸付料の相殺はできません。例として１２月に解約した場合は、設置
事業者は違約金を支払い、市は翌年１月～３月分の貸付料を返還す
ることとなります。

11

物件番号１－３の、災害時飲料提供機能を必要とするとありますが、
災害時に一般市民の利用が少ないのに必要ですか。１階に設置し
た方が利用価値があると思います。

災害時には災害時飲料提供機能が必要となると考えています。一般
市民の利用の多い１階の自動販売機は様々な方に利用していただけ
るよう配慮し災害時飲料提供機能よりもバリアフリー対応機能を優先し
たものです。

12

物件番号１～４のバリアフリー対応を必須とする・キャップ付の飲料
のみ可能とありますが、その理由は。

バリアフリー対応機能については様々な方に利用していただけるよう
に配慮したものです。
また、物件番号４－１については、ホール内での事故防止のため
キャップ付の飲料のみを販売可能としたものです。

13
クリーンセンター及び、森のまちエコセンターの自動販売機を、今回
の募集要項に入れた理由は。

市においては市民サービスの向上、施設スペースの有効活用や歳入
確保を図るため今回募集の対象としました。

14

指定管理者に、自動販売機の募集を任せている場所と、財産活用
課が募集している施設があるが、理由は。
（例：おおたかの森センター、キッコーマンアリーナが指定管理者
生涯学習センターが財産活用課
勤労者総合福祉センターが指定管理者３台、社会福祉協議会１台）

指定管理者から自動販売機設置の提案があった場合には自主事業と
して所管施設の管理者が設置を認めています。それ以外の箇所では
指定管理者と協議し募集しているものです。

15
募集にあたり、来庁者の人数ではなく、各階の職員数（臨時職員を
含む）を教えてください。

別表のとおり

16

今回の募集の場所に、社会福祉協議会などの団体を優先して設置
する予定があると思いますが、行政財産使用料としての貸付ではな
く、最低価格での使用料と同じでなければ、公平・公正に欠けると思
います。使用料の高低で、販売価格に差が生じる可能性があると思
います。

社会福祉協議会や母子寡婦福祉会は地域福祉の増進を目的として
いることから、貸付ではなく行政財産の使用許可という方法を採ってい
るものです。

17

物件番号１３－１～１７－１の設置場所は屋外ですが、団地住民から
の要望ですか。私どもの、自動販売機協議会キャッチフレーズ「自
動販売機はマチの防犯灯」の趣旨に合致しますが、電源の工事負
担が重荷になるため、申込みがなかった場合はどのように考えてい
ますか。

自動販売機設置について団地住民からの要望は特にありません。
また、申込みがなかった場合には募集結果や募集条件等を総合的に
精査し方針を決定していきます。

18

各年度4月末とは最初の貸付料納入はＨ28年４月末かＨ29年４月末
か？

募集要項に掲載したとおり、原則として平成２８年度分の貸付料は平
成２８年４月末までに一括で納入するものとします。
※支払回数の取り扱いについては№７参照

19
４月末に貸付料納入一括とあるが2回、3回にならないのか？ №７と同じ

20
貸付料納入通知書の宛名を変えられるか？ 納入通知書の宛名は契約当事者とします。

21前回より市内業者の入札最低価格が10倍近くなった理由、根拠
は？

№5と同じ



別表

1-1 流山市平和台１－１－１
流山市役所
第１庁舎１階

1-2 流山市平和台１－１－１
流山市役所
第１庁舎１階

1-3 流山市平和台１－１－１
流山市役所
第１庁舎３階

2-1 流山市東深井９８９
　高齢者福祉センター

森の倶楽部
約１１人

3-1 流山市大畔２５－１７
勤労者総合福祉
センター 体育館

約６人

4-1 流山市中１１０ 生涯学習センター １階

4-2 流山市中１１０ 生涯学習センター ２階

4-3 流山市中１１０ 生涯学習センター ２階

5-1 流山市加１－１６－２ 文化会館 ホワイエ

5-2 流山市加１－１６－２ 文化会館 ホワイエ

5-3 流山市加１－１６－２ 文化会館 事務室前

5-4 流山市加１－１６－２ 文化会館 事務室前

6-1 流山市美原１－１５８－２ 北部公民館 １階 約１２人

7-1 流山市名都借７５６－４ 東部公民館 １階

7-2 流山市名都借７５６－４ 東部公民館 ２階

8-1 流山市西初石４－３８１－２ 初石公民館 １階

8-2 流山市西初石４－３８１－２ 初石公民館 １階

8-3 流山市西初石４－３８１－２ 初石公民館 ２階

9-1 流山市南流山３－３－１ 南流山センター １階

9-2 流山市南流山３－３－１ 南流山センター １階

9-3 流山市南流山３－３－１ 南流山センター ２階

10-1 流山市加１－１２２５－６ 博物館 ピロティー

10-2 流山市加１－１２２５－６ 博物館 ピロティー

10-3 流山市加１－１２２５－６ 博物館 ピロティー

10-4 流山市加１－１２２５－６ 博物館 ピロティー

11-1 流山市下花輪１９１
クリーンセンター
（プラザ館１階）

11-2 流山市下花輪１９１
クリーンセンター
（リサイクル館３階）

11-3 流山市下花輪１９１
クリーンセンター
（焼却棟１階）

11-4 流山市下花輪１９１
クリーンセンター
（焼却棟１階）

12-1 流山市こうのす台１５９４ 森のまちエコセンター

12-2 流山市こうのす台１５９４ 森のまちエコセンター

13-1 流山市西深井８２１ 運河団地

13-2 流山市西深井８２１ 運河団地

14-1 流山市西深井６３５－１ 第２運河団地

14-2 流山市西深井６３５－１ 第２運河団地

15-1 流山市加３－９－１ 若宮団地

15-2 流山市加３－９－１ 若宮団地

16-1 流山市流山９－５００－３ 柳田団地

16-2 流山市流山９－５００－３ 柳田団地

17-1 流山市東深井６９８－１ 大橋団地

18-1 流山市流山８－１０７１ 赤城福祉会館

18-2 流山市流山８－１０７１ 赤城福祉会館

第１庁舎
１階約１８３人、２階約１４２人、３階約８５
人、
４階約１１人

第２庁舎
１階約１５６人、２階約１０４人、３階約２８人

　流山市公共施設自動販売機設置事業　質問への回答

物件
番号

所在地 設置場所

所属職員数（臨時職員を含む。）
※平成２８年３月４日時点の数値。

日や時間帯等により出勤人数は変動す
る。

プラザ館約１９人
　焼却棟約１８人
　リサイクル館０人

約１２人

０人

約７人

１階約２７人
２階約５人
３階約３人
４階約１５人

約１７人（１階）
　約６人(２階）

約１１人

約１０人

１階約７人
２階約２８人
３階約２人

約１１人


